
お問い合わせ先
■町税について
　税務課　☎0866-54-1315
■介護保険料について
　福祉課　☎0866-54-1317
■後期高齢者医療保険料について
　保健課　☎0866-54-1326

町公式ホームページからも
ダウンロードできます。

税務課のホーム
ページはこちら

▼

　　　税目
年月　　　

固定資産税
【税務課】

町県民税
【税務課】

軽自動車税
【税務課】

国民健康保険税
【税務課】

介護保険料
【福祉課】

後期高齢者
医療保険料
【保健課】

令和８年
４月

第１期
４月30日（木）

５月 全期
６月１日（月）

第１期
６月１日（月）

６月 第１期
６月30日（火）

７月 第２期
７月31日（金）

第１期
７月31日（金）

第２期
７月31日（金）

第１期
７月31日（金）

８月 第２期
８月31日（月）

第２期
８月31日（月）

９月 第３期
９月30日（水）

第３期
９月30日（水）

第２期
９月30日（水）

10月 第３期
11月２日（月）

第４期
11月２日（月）

11月 第５期
11月30日（月）

第４期
11月30日（月）

第３期
11月30日（月）

12月 第３期
12月25日（金）

第６期
12月25日（金）

令和９年
１月

第４期
２月１日（月）

第７期
２月１日（月）

第５期
２月１日（月）

第４期
２月１日（月）

２月 第４期
３月１日（月）

第８期
３月１日（月）

３月 第９期
３月31日（水）

第６期
３月31日（水）

第５期
３月31日（水）

町税等の納付は、口座振替をぜひご利用ください。

　税務課、加茂川総合事務所、各支所・出張所、町内の金
融機関窓口に口座振替依頼書を設置しています。必要事項
をご記入、金融機関届出印を押印し、金融機関窓口へ提出
いただくことで、指定口座からの引き落としが可能です。
※�残高不足などで振替日に振替できなかった場合には、口
座振替不能通知書を送付しますので、会計管理室等各窓
口もしくは指定金融機関で納付してください。

コンビニやスマホアプリでも納付ができます。

　町発行のバーコード付の納付書を利用する
と、町税の納付をコンビニやスマホアプリで
も行うことができます。
※�利用できるコンビニやスマホアプリ、利用
条件等の詳細については、納付書裏面に記
載されていますので、ご確認ください。

町税等納期限一覧表
令和８年度

※納期限は、普通徴収納付書もしくは口座振替について記載しています。
※�各月末（12月は25日）が納期限（口座振替日）となります。ただし、その日が土・日曜日、祝日の
場合は、翌金融機関営業日となります。

こ
ち
ら
を
切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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